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衆
議
院
議
員
総
選
挙
は
、
小
選
挙

区
選
出
議
員
選
挙
（
以
下
「
小
選
挙

区
」）
と
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙

（
以
下
「
比
例
代
表
」）
の
二
つ
の
選

挙
に
よ
っ
て
議
員
を
選
び
ま
す
。

　
小
選
挙
区
で
は
１
選
挙
区
か
ら
１

人
を
選
び
ま
す
。
投
票
の
際
は
、
投

票
用
紙
に
候
補
者
１
人
の
氏
名
を
記

入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
比
例
代
表
で
は
全
国
11
の
選
挙
区

で
各
政
党
の
得
票
数
に
応
じ
て
選
び

ま
す
。
投
票
の
際
は
、
投
票
用
紙
に

政
党
等
の
名
称
ま
た
は
略
称
を
記
入

し
て
く
だ
さ
い
。

議

員

定

数

　
全
国
で
、
小
選
挙
区
２
８
９
人
、

比
例
代
表
１
７
６
人
の
、
合
わ
せ
て

４
６
５
人
で
す
。

　
鎌
倉
市
で
は
、
小
選
挙
区
（
神
奈

川
県
第
４
区
選
挙
区
）が
定
数
１
人
、

比
例
代
表
は
南
関
東
選
挙
区
（
神
奈

川
県
・
千
葉
県
・
山
梨
県
）
で
定
数

2３
人
で
す
。

投
票
で
き
る
人

　
鎌
倉
市
で
投
票
で
き
る
人
は
、
平

成
1８
年
１０
月
２８
日
以
前
に
生
ま
れ
、

令
和
６
年
７
月
1４
日
以
前
に
本
市
の

住
民
基
本
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い
る

人
で
す
。

　
最
近
住
所
を
変
え
た
人
が
投
票
で

き
る
場
所
に
つ
い
て
は
、
左
図
を
参

考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

投
票
所
入
場
券

　
投
票
資
格
の
あ
る
人
に
は
、
世
帯

ご
と
に
ま
と
め
て
封
書
で
投
票
所
入

場
券
を
郵
送
し
ま
す
。
投
票
所
入
場

券
は
１
人
に
１
枚
と
な
っ
て
い
ま
す

の
で
、
投
票
の
際
は
各
自
が
お
持
ち

く
だ
さ
い
。

※�

今
回
執
行
さ
れ
る
選
挙
は
、
解
散

か
ら
公
示
、
投
開
票
日
ま
で
の
期

間
が
短
く
、
投
票
日
ま
で
に
お
手

元
に
投
票
所
入
場
券
が
届
か
な
い

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
投
票
所
入

場
券
が
な
く
て
も
投
票
は
可
能
で

す
の
で
、
お
気
軽
に
投
票
所
へ
足

を
運
ん
で
く
だ
さ
い
。

市内で転居した人

転居後の住所地の投票所
で投票できます

転居前の住所地の投票所
で投票できます

令和6年（2024年）10月
3日までに転居届を出し
た人 

令和6年（2024年）10月
4日以降に転居届を出し
た人

市外から転入した人

令和6年（2024年）7月
14日までに転入届出を
した人

令和6年（2024年）7月
15日以降に転入届出を
した人

本市で投票できます。

本市では投票できません。
前住所地の市区町村にお
問い合わせを。

市外へ転出した人

新住所地の投票所で投票
できます

転出前の本市の住所地の
投票所で投票できます

令和6年（2024年）7月
14日までに新住所地へ
転入届を出した人

令和6年（2024年）7月
15日以降に新住所地へ
転入届を出した人

最近住所を変えた人の投票

投票区 建物の名称 所在地

第 1 投票区 十二所公民館 十二所７１番地

第 2 投票区 第二小学校体育館 二階堂８７８番地

第 3 投票区 鶴岡幼稚園 雪ノ下二丁目１番３１号

第 4 投票区 鎌倉生涯学習センター 小町一丁目１０番５号

第 5 投票区 比企谷幼稚園 大町一丁目１３番１０号

第 6 投票区 材木座公会堂 材木座四丁目４番２６号

第 7 投票区 鎌倉いずみ幼稚園 材木座三丁目３番７号

第 8 投票区 鎌倉市役所 御成町１８番１０号

第 9 投票区 第一小学校多目的室 由比ガ浜二丁目９番５５号

第10投票区 長谷公会堂 長谷一丁目１２番５号

第11投票区 稲村ヶ崎小学校体育館 極楽寺三丁目２番３号

第12投票区 稲村ガ崎自治会館 稲村ガ崎一丁目１５番３２号

第13投票区 七里ガ浜町内会館 七里ガ浜一丁目１番１８号

第14投票区 七里ガ浜浄化センター集会室 七里ガ浜東五丁目３番１号

第15投票区 腰越小学校昇降口 腰越五丁目７番１号

第16投票区 腰越行政センター 腰越８６４番地

第17投票区 西鎌倉自治会館 西鎌倉四丁目１５番１６号

第18投票区 西鎌倉小学校体育館 津１０６９番地

第19投票区 鎌倉山集会所 鎌倉山一丁目１５番１３号

第20投票区 手広東公会堂 手広一丁目１５番１号

投票区 建物の名称 所在地

第21投票区 深沢行政センター 常盤１１１番地３

第22投票区 ピヨピヨ保育園 常盤６６６番地

第23投票区 梶原山町内会館 梶原二丁目３４番１６号

第24投票区 富士塚小学校体育館 上町屋８１０番地

第25投票区 レーベンスガルテン山崎集会所 山崎１３９０番地

第26投票区 山ノ内公会堂 山ノ内１３６４番地

第27投票区 末広町公会堂 台五丁目３番７号

第28投票区 大船中学校生徒昇降口 大船四丁目１番２５号

第29投票区 小坂小学校体育館 小袋谷５８７番地

第30投票区 今泉小学校中棟昇降口 今泉二丁目１３番１号

第31投票区 今泉台町内会館 今泉台四丁目６番１３号

第32投票区 岩瀬保育園 岩瀬１５２６番地

第33投票区 鎌倉芸術館 大船六丁目１番２号

第34投票区 大船行政センター 大船二丁目１番２６号

第35投票区 大船体育館 台三丁目２番５号

第36投票区 玉縄中学校体育館 岡本１１００番地

第37投票区 コーナン鎌倉大船モール屋上駐車場店内入口 岡本１１８８番地１

第38投票区 玉縄行政センター 岡本二丁目１６番３号

第39投票区 岡本町内会館 玉縄二丁目９番地１

第40投票区 関谷小学校体育館 関谷４６８番地１

投票所一覧

衆議院議員総選挙
最高裁判所裁判官国民審査

投票日は１０月27日（日）午前 ７時～午後 ８時のお知らせ

発行：
鎌倉市選挙管理委員会事務局
〒２４８－８６８６鎌倉市御成町１８番１０号
☎０４６７（６１）３８７４
FAX０４６７（２５）２６３４

　
解
散
に
伴
う
衆
議
院
議
員
総
選
挙
が
行
わ
れ
ま
す
。
公
示
は
1０
月
１５
日

（
火
）、
投
票
は
1０
月
２７
日
（
日
）
午
前
７
時
～
午
後
８
時
で
す
。
同
時
に
最

高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
も
行
わ
れ
ま
す
。
皆
さ
ん
の
声
を
国
政
に
反
映

さ
せ
る
大
切
な
機
会
で
す
。
必
ず
投
票
し
ま
し
ょ
う
。



２

明日への　思いをたくす　この一票

期日前投票・不在者投票も
ご利用ください

期日前投票

点字投票と代理投票開票は鎌倉武道館で
２７日午後 ９時から

不在者投票～手続きはお早めに

　選挙当日に仕事や旅行などで投
票所に行けない人は、期日前投票
ができます。投票の際には、投票
所入場券をお持ちください。
●とき・ところ
　期日前投票所は、午前８時３０分
から午後８時まで。
1０月１６日（水）～２６日（土）…
　市役所講堂（第３分庁舎）
1０月１９日（土）～２６日（土）…
　大船行政センター第１集会室
1０月2４日（木）～２６日（土）…
　腰越行政センター多目的室
　深沢行政センター第１集会室
　玉縄行政センター第１集会室

　点字で投票するために、各投票所に
は点字器が備えてあります。
　また、読み書きが不自由な人には代
理投票の制度がありますので、投票所
の係員にお申し出ください。

　開票は１０月２７日（日）午後９時から
鎌倉武道館で行います。開票状況は、
市のホームページでお知らせします。

●滞在地での投票
出張などで他市町村に滞在中の人
は、郵便で本市選挙管理委員会に
投票用紙請求の申請をし、交付を
受ければ、滞在地の選挙管理委員
会で投票できます。
●病院などでの投票
都道府県の選挙管理委員会が指定
した病院などに入院・入所してい
る人は、施設内で投票ができます。
詳しくは病院や施設にお問い合わ
せを。
●郵便等による不在者投票
①身体障害者手帳、②戦傷病者手
帳、③介護保険の被保険者証を持
ち、事前に「郵便等投票証明書」
の交付を受けた人は、自宅などで

郵便などによる投票ができます
（表1）。
また、上肢や視覚の障害の程度に
より代理記載の制度も利用できま
す（表2）。
郵便等による投票用紙の請求期限
は、1０月２３日（水）です。投票用
紙が投票終了時までに選挙管理委
員会に届かない場合は、投票が無
効になりますので、ご注意くださ
い。
なお、郵便等による不在者投票制
度を利用するためには、あらかじ
め選挙管理委員会から「郵便等投
票証明書」の交付を受ける必要が
あります。詳しくは選挙管理委員
会にお問い合わせください。

●深沢行政セ
ンター
常盤111番地 3

●腰越行政セ
ンター
腰越864番地

●玉縄行政セ
ンター
岡本二丁目16番
3 号

●大船行政セ
ンター
大船二丁目 1番
26号

（表 1）郵便等による不在者投票ができる人
対象者 障害部位および程度

身体障害者手帳を
持っている人

両下肢・体幹・移動機能… １・ ２級
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸… １・
３級
免疫・肝臓… １・ ２・ ３級

戦傷病者手帳を持
っている人

両下肢・体幹…特別・第 １・第 ２項症
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・
肝臓…特別・第 １・第 ２・第 ３項症

介護保険被保険者
証を持っている人要介護 ５

（表 2）郵便等による不在者投票において代理記載制度を利用できる人
対象者 障害部位および程度

身体障害者手帳を
持っている人 上肢・視覚… 1級

戦傷病者手帳を持
っている人 上肢・視覚…特別・第 １・第 ２項症

＊上肢、視覚の障害が 1級、特別項症、第 １項症、第 ２項症であっても、
郵便等による不在者投票ができる人（表 1 ）でなければ、代理記載制
度によっても郵便等による投票を行うことはできません


